
 

 

京都市消防局告示第２１号 

 平成２１年１２月２８日京都市消防局告示第２号（京都市火災予防規程第３２条第２項

に規定する防火・防災管理業務受託法人等教育担当者講習の実施機関の指定）は、令和６

年４月１日から廃止します。 

  令和６年３月２９日 

京都市消防局長 井上 元次 

（消防局予防部予防課） 


